
 

 

 審議事項  「（仮称）第五次多摩市総合計画 第３期基本計画」改定の進め方等について（案） 

 

 

● 審議会で議論した見直しの方向性に基づき、庁内の個別検討（政策・施策）を行う。 

● 庁内検討が進んだ段階で審議会とキャッチボールを行い、政策・施策の個別検討を深める。 

● 審議会の後半では政策・施策の個別検討のほか、計画書のデザインや市民周知の方法についても議論

を行う。 

 

 

 

総合計画審議会 市民 庁内

①6月4日
①改定方針の報告
②改定の進め方について ●

②7月上旬
①各種データに基づく分析結果報告
②市長公約について（市長より）
③見直しの方向性の意見出し

③7月下旬 見直しの方向性の議論
8/4、8/11
（仮称）協働
戦略会議

④9月上旬

見直しの方向性の決定
（重要テーマ・取り組みなど）

（10月） 政策・施策
個別検討
・9～12月頃
・各分野ごとに
４つの分科会で

検討

⑤11月上旬
・政策・施策の個別検討
・たま市民討論会の設計
・計画書のデザイン
・市民への周知方法

など

⑥12月上旬 たま市民討論会

⑦1月下旬

⑧2月下旬 パブリックコメント

（3月） ●

⑨⑩4～5月

・最終調整
※計画書のデザインや市民への周知方法等
の議論も引き続き審議する

●

資料７ 

【STEP１】見直しの方向性 

【STEP2】原案 

【STEP3】答申 
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検討状況を共有 


